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２ 道路整備の実施方針 

幹線道路、主要生活道路、区画道路、交差箇所について、上位計画等での整備方針、市の道路

整備の進捗状況、交通状況を踏まえたうえで、今後の整備の実施方針を策定します。 

 

2-1 幹線道路 

（1） 整備の現状 

西東京市における幹線道路を中心とした都市計画道路の整備率は 43％であり、前回の道路

整備計画策定時の 31％から道路交通環境の向上が図られております。一方で多摩地区全体の

整備率は 60％であり、西東京市の整備率が低い状況にあります。今後の都市計画道路の整備

においては、平成 28 年に東京都および多摩地域の 28 市町が共同で「第四次事業化計画」と

して平成 28 年度から平成 37 年度までに優先的に整備する路線・区間を定めました。この第

四次事業化計画優先整備路線について引き続き整備を目指します。 

 

■都市計画道路位置図 
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（2） 実施方針 

東京都の「第四次事業化計画」においては、都市計画道路の整備に関して、四つの基本目

標と目標の実現内容を掲げています。 

 

■第四次事業化計画での都市計画道路の整備に関する基本目標および実現内容 

基本目標 目標の実現内容 

活 力 

都市活力の強化 

・交通渋滞を解消するネットワークの形成 

・拠点へのアクセス向上            など 

防 災 

都市防災の強化 

・緊急物資の輸送、救援・救護活動のルート確保 

・市街地火災の延焼防止、安全な避難路の確保  など 

暮らし 

安全で快適な都市空間の創出 

・生活道路への通過交通流入の抑制 

・歩行者・自転車等の安全な通行空間の確保   など 

環 境 

都市環境の向上 

・緑豊かな道路空間の形成 

・自動車走行速度向上による地球温暖化の抑制  など 

 

また、都市マスタープランにおいては、将来の市の骨格的な構造を明らかにするため、特

定の機能集積がみられる「都市拠点」と、それらを結ぶネットワークの中心となる「都市軸」

を設定しています。 

なお、都市軸は、東西都市軸、南北都市軸、連携都市軸、水辺軸で構成され、都市計画道

路として、下記に示す路線が設定されています。 

 

■都市計画道路一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画幅員 計画幅員

番号 路線名 （ｍ） 番号 路線名 （ｍ）

西東京3・4・1 高井戸小平線 20 西東京3・3・14 新東京所沢線 18～25

西東京3・5・2 向台線 12 西東京3・4・15 保谷北荒屋敷線 16

西東京3・3・3 新五日市街道線 25～36 西東京3・4・16 東伏見保谷線 16

西東京3・5・4 新青梅街道線 15～18 西東京3・4・17 東伏見線 16

西東京3・4・5 東伏見千川線 16 西東京3・4・18 保谷町住吉線 16

西東京3・2・6 調布保谷線 20～36 西東京3・4・19 柳沢線 16

西東京3・4・7 田無花小金井線 16 西東京3・4・20 武蔵境保谷線 16～20.5

西東京3・4・8 柳沢田無町線 20 西東京3・4・21 ひばりが丘駅北口線 16

西東京3・4・9 保谷東村山線 16 西東京3・4・22 ひばりが丘駅南口線 16

西東京3・5・10 東町西原線 12 西東京3・4・23 田無駅北口線 16

西東京3・4・11 練馬東村山線 16 西東京3・4・24 田無駅南口線 16

西東京3・4・12 東町線 16 西東京3・4・25 田無久留米線 16～20.5

西東京3・4・13 保谷秋津線 16 西東京3・4・26 新小金井久留米線 16～20.5

名称 名称
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■都市マスタープランによる各種拠点および都市軸の構造図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：西東京市都市計画マスタープラン（平成26年３月） 21頁 
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市の都市計画道路の整備においては、第四次事業化計画の基本目標、都市マスタープラン

の都市軸の構造および現状の道路整備状況を踏まえ、下記に示す実施方針により整備を進め

ます。 

 

■整備の実施方針 

実施方針 対象路線 

① 市の骨格形成を担う都市計画道路の効率的、効果的な整備 

周辺道路の整備状況を踏まえ、効率的、効果的な整備を

目指します。なお、隣接区市における整備が必要とされる

路線については、隣接区市と調整・協議し整備を目指しま

す。 

西3・3・14 西 3・4・13 

西 3・4・20 西 3・4・11 

西 3・5・10 西 3・4・9 

西 3・4・26 西 3・4・24 

西 3・3・3  西 3・5・2 

② 防災・減災に効果的な都市計画道路の重点的整備 

骨格防災軸および主要延焼遮断帯に指定されている都市

計画道路のうち、未整備となっている路線の整備を目指し

ます。 

西3・3・14 西 3・3・3 

西 3・4・26 

③ まちの安全および生活環境の向上に寄与する道路機能の整備 

周辺道路を含め、歩行者、自転車、自動車の移動の円滑

性および通行における安全性の向上のため、鉄道駅周辺に

おいて、総合的な交通環境改善を目指します。 

西3・4・24 西 3・4・18 

西 3・4・17 西 3・4・21 

西 3・4・12 
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① 市の骨格形成を担う都市計画道路の効率的、効果的な整備 
西東京市の都市計画道路の整備率は 43％と低い状況にあり、周辺道路整備状況を踏まえ、効

率的、効果的な整備を目指します。 

なお、隣接区市における整備が必要とされる路線については、隣接区市と調整・協議し整備

を目指します。 

 

■市の骨格形成を担う都市計画道路 

NO 道路名 効率性評価※ 必要性評価※ 

他区市 

との 

連携 

第四次 

事業化 

計画 

1 西 3・3・14 

延長が短い 

西 3・2・6 や新座市区

間との整備の一体化 

骨格防災軸 重要 
対象 

路線 

2 西 3・4・13 

延長が短い 

西3・4・20や新座市区

間との整備の一体化 

代替路線がない 重要 
対象 

路線 

3 西 3・4・20 鉄道との交差あり 鉄道と交差する南北路線   

4-1 

4-2 

4-3 

西 3・4・11 延長が短い 代替路線がない 重要  

5 西 3・5・10 延長が短い 幹線道路までの接続  
対象 

路線 

6 西 3・4・9 延長が短い 
交通需要の多い中央部の 

東西道路 
  

7 西 3・4・26 延長が長い 
主要延焼遮断帯 

道路網が不足している地域 
重要 

対象 

路線 

8 西 3・4・24 延長が短い 道路網が不足している地域  
対象 

路線 

9 西 3・3・3 延長が長い 
骨格防災軸 

道路網が不足している地域 
重要 

対象 

路線 

10 西 3・5・2 延長が短い 
発生集中拠点と幹線道路を

結ぶ 
  

※効率性評価および必要性評価の内容は「西東京市交通計画」における検討結果 

 

なお、整備済みの都市計画道路の一部には、「第３次交差点すいすいプラン」等でのボトル

ネック交差点が位置しており、これらの対策については、東京都および関係機関と協議、調整

の上、検討を行い、その実現を目指します。 
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■市の骨格形成を担う都市計画道路の整備箇所図 
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② 防災・減災に効果的な都市計画道路の重点的整備 
「東京都防災都市づくり推進計画※ 平成28年３月改定」において、骨格防災軸および主要

延焼遮断帯に指定されている都市計画道路のうち、未整備となっている路線（西3・3・14、西

3・3・3および西3・4・26）について整備を目指します。 

 

■防災・減災に効果的な都市計画道路の重点整備路線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※用語解説参照 

西3・3・14 

西 3・3・3 

西 3・4・26 
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③ まちの安全および生活環境の向上に寄与する道路機能の整備 
周辺道路を含め、歩行者、自転車、自動車の移動円滑性および通行における安全性の向上の

ため、鉄道駅周辺において総合的な交通環境改善を目指します。 

現在、ひばりヶ丘駅の駅前広場、西3・4・21、西3・4・12は事業中ですが、西武柳沢駅北口

の駅前広場、西 3・4・18 と西 3・4・17 のアクセス道路２路線は未整備です。なお、田無駅南

口と西3・4・24は事業化に向けて準備中です。 

いずれの箇所とも早期に事業着手することが望ましいですが、一度に整備を進めることは困

難です。したがって、接続する都市計画道路の事業進捗状況等から、順次、事業化を図ってい

くものとします。 

 

■事業中および未整備の駅前広場および都市計画道路の位置 
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事業中 

未整備 

未整備 

未整備 
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2-2 主要生活道路  

道路現況や交通状況、関連する将来のまちづくり方針等を整理して、各路線の問題点や事業

可能性を整理した上で実施方針を策定します。 

 

（1） 道路現況の把握 

 

① 主要生活道路網の構成状況 
主要生活道路は、居住環境地区内と幹線道路を連絡する地区内住民が通勤・通学、買

物等で日常的に利用する道路であり、市内において 41 路線、総延長 27.7 ㎞が指定され

ています。 

 

■主要生活道路網の構成状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丸付き数字は主要生活道路の路線番号 
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■主要生活道路の路線一覧 

路線番号 延長 起点 終点 

① 0.55km 西東京市北町三丁目4-10 西東京市北町二丁目12-26 

② 0.61km 西東京市北町三丁目7-5 西東京市北町五丁目14-13 

③ 0.83km 西東京市ひばりが丘北四丁目1-16 西東京市ひばりが丘北一丁目7-25 

④ 0.29km 西東京市ひばりが丘一丁目13-10 西東京市ひばりが丘一丁目4-1 

⑤ 0.44km 西東京市谷戸町三丁目28-9 西東京市住吉町三丁目12-19 

⑥ 0.50km 西東京市栄町三丁目6-2 西東京市栄町三丁目1-7 

⑦ 0.61km 西東京市栄町一丁目9-19 西東京市北町一丁目1-28 

⑧ 1.68km 西東京市谷戸町一丁目1-15 西東京市住吉町五丁目13-15 

⑨ 0.83km 西東京市北町六丁目1-29 西東京市北町五丁目14-26 

⑩ 0.96km 西東京市下保谷一丁目3-21 西東京市下保谷四丁目8-26 

⑪ 0.14km 西東京市ひばりが丘三丁目6-8 西東京市ひばりが丘三丁目6-9 

⑫ 0.31km 西東京市ひばりが丘二丁目6-12 西東京市谷戸町二丁目6-2 

⑬ 0.73km 西東京市谷戸町二丁目12-10 西東京市谷戸町二丁目9-3 

⑭ 0.35km 西東京市ひばりが丘三丁目5-22 西東京市ひばりが丘三丁目2-19 

⑮ 0.29km 西東京市ひばりが丘四丁目3-18 西東京市ひばりが丘四丁目1-31 

⑯ 0.59km 西東京市西原町五丁目4-19 西東京市緑町二丁目1-51 

⑰ 0.77km 西東京市西原町五丁目5-1 西東京市西原町三丁目2-12 

⑱ 0.39km 西東京市西原町四丁目4-36 西東京市西原町四丁目5-100 

⑲ 0.30km 西東京市西原町一丁目9-14 西東京市西原町一丁目8-7 

⑳ 0.93km 西東京市谷戸町三丁目20-26 西東京市住吉町一丁目8-4 

㉑ 0.59km 西東京市北原町一丁目39-7 西東京市北原町一丁目26-1 

㉒ 0.91km 西東京市富士町一丁目5-1 西東京市中町四丁目10-17 

㉓ 1.07km 西東京市芝久保町五丁目13-4 西東京市芝久保町四丁目1-4 

㉔ 0.46km 西東京市田無町七丁目17-26 西東京市芝久保町五丁目1-12 

㉕ 0.57km 西東京市芝久保町三丁目6-26 西東京市芝久保町三丁目9-5 

㉖ 0.63km 西東京市芝久保町二丁目18-12 西東京市芝久保町一丁目14-4 

㉗ 0.71km 西東京市芝久保町三丁目2-4 西東京市芝久保町一丁目5-8 

㉘ 1.58km 西東京市田無町四丁目19-8 西東京市向台町六丁目3-10 

㉙ 0.78km 西東京市南町六丁目3-42 西東京市向台町四丁目17-6 

㉚ 0.61km 西東京市保谷町三丁目8-10 西東京市東伏見六丁目10-22 

㉛ 0.39km 西東京市富士町四丁目3-2 西東京市富士町四丁目18-6 

㉜ 0.84km 西東京市東伏見二丁目5-1 西東京市東伏見一丁目5-43 

㉝ 0.22km 西東京市東伏見五丁目4-16 西東京市東伏見四丁目2-20 

㉞ 0.30km 西東京市向台町六丁目16-12 西東京市向台町六丁目10-9 

㉟ 0.36km 西東京市向台町六丁目9-16 西東京市向台町六丁目2-21 

㊱ 0.68km 西東京市南町四丁目22 西東京市向台町二丁目5 

㊲ 1.51km 西東京市向台町三丁目5-48 西東京市新町一丁目1-20 

㊳ 0.43km 西東京市新町三丁目7-2 西東京市新町四丁目2-13 

㊴ 1.44km 西東京市南町一丁目1-1 西東京市柳沢二丁目2-8 

㊵ 0.70km 西東京市南町二丁目2-1 西東京市向台町一丁目9-1 

㊶ 0.85km 西東京市柳沢五丁目1-2 西東京市柳沢三丁目6-7 

距離は図面上の計測値 
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② 道路の幅員（認定幅員） 

主要生活道路の各路線の市道認定幅員の 小値をみると、両側歩道設置が可能な幅員（10.5

ｍ以上）を確保できる路線は２路線しかありません。一方、歩車共存が難しく、かつ狭隘道路

（4.0ｍ未満）である路線は22路線あり、全体の54％を占めています。このように、現状にお

いて、主要生活道路の道路幅員は狭小箇所が多数存在し、長期的には道路拡幅が必要な状況に

あります。 

 

■主要生活道路の各路線の認定幅員の最小値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西東京市道路網図の認定幅員より作成（路線数：41路線） 

 

■主要生活道路の道路幅員別の整備イメージ 

両側歩道設置のケース（10.5ｍ） 

 

 

 

 

 

片側歩道設置のケース（8.0ｍ）        歩車共存のケース（6.5ｍ） 

 

 

 

 

4.0m未満 4.0m以上～6.5m未満 6.5m以上～8.0m未満

8.0m以上～10.5m未満 10.5m以上

8.0m 以上～10.5m 未満 
1 路線 
2％ 

6.5m 以上～8.0m 未満 
4 路線 
10％ 

4.0m 以上～6.5m 未満 
12 路線 
29％ 

4.0m 未満 
22 路線 
54％ 

10.5m 以上 
2 路線 
5％ 
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③ 踏切・橋梁の分布状況 

主要生活道路には、安全対策の推進が必要な踏切や、前述した道路幅員6.5ｍ未満の橋梁が位

置しており、長期的には、歩行者、自動車の交通安全の確保や円滑な交通処理のため、可能な

限り歩道の設置が必要です。 

 

■踏切と橋梁の位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

踏切における対策の凡例

:生活交通が主な踏切での安全対策の推進箇所

:自動車交通量の多い踏切での効率的・効果的整備箇所
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なお、主要生活道路における踏切および橋梁の設置状況をみると、「踏切のみあり」が２路線、

「橋梁のみあり」が７路線、「橋梁と踏切の両方があり」が２路線となっています。 

 

■主要生活道路での踏切および橋梁の設置状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路線数：41路線 

 

主要生活道路 

路線番号 
踏切名称および番号 橋梁名称および番号 

⑦ - 白子川５号橋(23) 

⑧ - 新川橋(31) 

⑨ - 白子川橋(26）、無名橋(27) 

㉖ 田無第６号（20） - 

㉗ 田無第４号（18） - 

㉘ 田無第３号（17） 庚申橋(19） 

㉙ - 橅橋（16） 

㉚ 東伏見第４号（12） 坂下橋(３) 

㊱ - 向台橋(14) 

㊴ - 文化橋(９) 

㊶ - 上柳沢橋(５) 

踏切と橋梁の括弧内の数値は、前頁の位置図の数値 

 

 

踏切のみあり 橋梁のみあり 踏切と橋梁の両方あり 踏切と橋梁の両方なし

踏切と橋梁の両方なし 
30 路線 
73％ 

踏切のみあり 
2 路線 
5％ 

橋梁のみあり 
7 路線 
17％ 

踏切と橋梁の両方あり 
2 路線 
5％ 
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（2） 交通現況の把握 

 

① 自動車交通量 
道路整備計画を策定するに当たり、現況の交通量を把握のために交通量調査を実施し

ました。 

 

【交通量調査の実施概要】 

・調 査 日：平成28年９月７日（水曜） 

・調査時間：７時～19時（12時間） 

・天 気：曇りのち晴れ 

・調査箇所：西東京市内の交差点および道路断面の35地点 

・調査内容：調査箇所を通行する自動車交通量を方向別に計測 

 

主要生活道路での昼間12時間交通量をみると、500台／12時間以上～2,000台／12時

間未満の路線が も多く、17路線と全体の46％を占めています。また、4,000台／12時

間以上と交通量の多い路線が３路線存在します。 

 

■主要生活道路での昼間12時間交通量の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査実施路線：37路線 

※グラフの凡例の区分は、道路構造令における都市部の市道の種級区分を考慮して設定 

計画交通量が4,000台／日以上    ：第４種第１級、第２級 

計画交通量が500～4,000台／日未満  ：第４種第３級 

計画交通量が500台／日未満     ：第４種第４級 

500台/12時間未満
500台/12時間以上～2,000台/12時間未満
2,000台/12時間以上～4,000台/12時間未満
4,000台/12時間以上

500台/12時間未満 
11 路線 
30％ 

  500 台/12 時間以上～ 
2,000 台/12 時間未満 

17 路線 
46％ 

 2,000 台/12 時間以上～ 
4,000 台/12 時間未満 

6 路線 
16％ 

4,000 台/12 時間以上 
3 路線 
8％ 
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主要生活道路の各路線の昼間12時間交通量の状況をみると、西原町五丁目の⑯、南町六丁目

の㉗と㉘付近で4,000台／12時間以上の交通量となっています。 

また、幹線道路をみると、西3・3・3で20,000台／12時間以上と も多くなっており、その

他の路線では、西3・5・4、西3・2・6、西3・4・20で 10,000台／12時間以上となっています。 

 

■今回調査での自動車の昼間12時間交通量の流動図（幹線道路、生活幹線道路、主要生活道路） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丸付き数字は主要生活道路の路線番号 

主要生活道路⑯ 

主要生活道路㉘ 

西3・4・13 

西3・4・20 

西3・3・3 

西3・5・4 

主要生活道路㉗ 

西3・2・6 
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前回（平成16年 11月）と今回の調査での同一地点は下記に示す８路線であり、それらの路

線で交通量を比較すると、概ね今回が前回に比べて減少しています。 

特に、主要生活道路①と㉚では西3・2・6、主要生活道路⑨では西3・4・13といった都市計

画道路の整備により、通過交通の経路転換といった整備効果が発現していると推測されます。 

このように、都市計画道路の整備は、主要生活道路の自動車交通量の減少につながり、歩行

者や自転車の通行の安全性向上に寄与します。 

また、主要生活道路では、このような自動車交通量の減少を踏まえ、歩行者や自転車の通行

に配慮した歩道設置、歩車共存といった整備を行う必要があります。 

 

■昼間12時間交通量の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,584 
1,195 

2,724 

301 

4,804 

7,212 

1,492 

5,743 

908  1,143  771 
397 

4,216 

6,339 

1,050 

2,206 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

主要生活

道路①

主要生活

道路③

主要生活

道路⑨

主要生活

道路⑩

主要生活

道路㉗

主要生活

道路㉘

主要生活

道路㉙

主要生活

道路㉚

台
／
１
２
時
間

（‐42.7） （‐71.7）（‐4.4）
（+31.9）

（‐61.6）

（‐12.2）

（‐12.1）

（‐29.6）

西 3・4・13 整備により 

通過交通の経路転換 

西 3・2・6 整備により 

通過交通の経路転換 

：平成16年11月（前回） ：平成28年9月（今回）

(　　　　）内の数値は増減率（％）

西 3・2・6 整備により 

通過交通の経路転換 
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② 通学路 
主要生活道路の通学路の指定状況をみると、「全線指定あり」が８路線、「一部区間指定あり」

が26路線となっています。 

主要生活道路の総延長に対する通学路の指定状況をみると、「指定あり」が 15.2 ㎞と全体の

55％となっています。 

 

■通学路の指定状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路線数：41路線 

 

■主要生活道路の総延長に対する通学路の指定状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総延長：27.7㎞ 

通学路の位置および延長は、平成28年提供資料より確認 

指定あり 指定なし

全線指定あり 一部区間指定あり 指定なし

全線指定あり 
8 路線 
20％ 

一部区間指定あり 
26 路線 
63％ 

指定なし 
7 路線 
17％ 

指定あり 
15.2km 
55％ 

指定なし 
12.5km 
45％ 
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③ バス路線 
主要生活道路のバス路線の指定状況をみると、「全線指定あり」が４路線、「一部区間指定あ

り」が８路線となっています。 

主要生活道路の総延長に対するバス路線の指定状況をみると、「指定あり」が6.1㎞で全体の

22％となっています。 

 

■バス路線の指定状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路線数：41路線 

 

■主要生活道路の総延長に対するバス路線の指定状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総延長：27.7㎞ 

指定あり 指定なし

全線指定あり 一部区間指定あり 指定なし

全線指定あり 
4 路線 
10％ 

一部区間指定あり 
8 路線 
19％ 

指定なし 
29 路線 
71％ 

指定あり 
6.1km 
22％ 

指定なし 
21.6km 
78％ 
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④ 交通事故 
主要生活道路の交通事故発生状況をみると、「事故あり」が36路線と全体の88％となってい

ます。 

 

■交通事故発生状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路線数：41路線 

警視庁の平成26年、平成27年、平成28年の上半期の交通事故を集計 

 

⑤ 問題箇所 

交通に関する市民アンケート調査結果によると、主要生活道路の問題箇所の指摘状況で、「指

摘あり」が22路線と全体の54％となっています。 

 

■主要生活道路の問題箇所の指摘状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路線数：41路線 

指摘あり 指摘なし

事故あり 事故なし

事故あり 
36 路線 
88％ 

事故なし 
5 路線 
12％ 

指摘あり 
22 路線 

54％ 

指摘なし 
19 路線 

46％ 

交通に関する市民アンケート調査（平成24年９月実施）の集計結果を基に作成 

問題箇所の回答状況は次頁参照 
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■問題箇所の回答状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※問題箇所について  

・市民が市内主要道路の問題箇所として挙げた箇所及び区間を示したものです。 

・問題回答者数（１箇所でも問題箇所を回答した人）に対する回答件数の割合を色で示していま

す。 

・なお、市民アンケート調査の抽出率は配布地域により異なるため、地域別に設定した拡大係数

（地域内人口÷地域回収数）を用いて補正を行っています。 

出典：西東京市交通計画 103頁 
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（3） 将来のまちづくりの方針の把握 

 

① 地区計画 

西東京市には８つの地区計画が定められており、これらの地区に位置する主要生活道路

では、地区計画に基づいて道路整備を行う必要があります。 

 

■地区計画の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路の配置 

壁面の位置の制限 

道路整備に関する事項なし 

道路の配置 

壁面の位置の制限 

壁面の位置の制限 

道路の配置 

壁面の位置の制限 

道路の配置 

壁面の位置の制限 

道路の配置 

壁面の位置の制限 

壁面の位置の制限 
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② 防災計画 
避難広場、広域避難場所、避難施設、福祉避難施設、一時滞在施設の一部は、骨格防災軸お

よび防災機能が期待される都市計画道路から離れた位置に分布しているため、これらの施設の

周辺での主要生活道路の整備が必要な状況です。 

 

■防災まちづくり方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※東京都防災都市づくり推進計画（平成28年３月改定）、西東京市都市計画マスタープラン

（平成26年３月）、西東京市地域防災計画（平成28年５月修正）の内容を踏まえ作成 
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なお、避難広場、広域避難場所、避難施設、福祉避難施設、一時滞在施設に指定された施設

は、学校、公民館、図書館、福祉施設、保育施設、公園等の公共施設等になります。 

 

■避難広場・広域避難場所・避難施設・福祉避難施設・一時滞在施設に指定された施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西東京市地域防災計画（平成28年５月修正）の内容を踏まえ作成 

避難広場(合計43施設） 広域避難場所（合計６施設） 福祉避難施設(合計29施設）

１ 田無総合福祉センター

３ 保谷障害者福祉センター

３ ひばりが丘総合運動場

４ 岩倉高等学校総合運動場

５ 東京都立田無高等学校 ３ 西東京いこいの森公園 ５ 東京都立田無特別支援学校

６ 東京都立保谷高等学校 ４ 都立小金井公園

７ 東京都立田無工業高等学校 ５ 文理台公園

８ 武蔵野大学 ６ 都立東伏見公園 ７ 下保谷福祉会館

９ 日本文華学園 避難施設（合計32施設） ８ 新町福祉会館

10 田無小学校 １ 田無小学校 ９ 富士町福祉会館

11 保谷小学校 ２ 保谷小学校 10 ひばりが丘福祉会館

12 保谷第一小学校 ３ 保谷第一小学校 11 田無保育園

13 保谷第二小学校 ４ 保谷第二小学校 12 そよかぜ保育園

14 谷戸小学校 ５ 谷戸小学校 13 はこべら保育園

15 東伏見小学校 ６ 東伏見小学校 14 向台保育園

16 中原小学校 ７ 中原小学校 15 西原保育園

17 向台小学校 ８ 向台小学校 16 みどり保育園

18 碧山小学校 ９ 碧山小学校 17 芝久保保育園

19 芝久保小学校 10 芝久保小学校 18 すみよし保育園

20 栄小学校 11 栄小学校 19 なかまち保育園

21 谷戸第二小学校 12 谷戸第二小学校 20 ひがし保育園

22 東小学校 13 東小学校 21 しもほうや保育園

23 柳沢小学校 14 柳沢小学校 22 やぎさわ保育園

24 上向台小学校 15 上向台小学校 23 けやき保育園

25 本町小学校 16 本町小学校 24 ほうやちょう保育園

26 住吉小学校 17 住吉小学校 25 ひばりが丘保育園

27 けやき小学校 18 けやき小学校 26 ひがしふしみ保育園

28 田無第一中学校 19 田無第一中学校 27 こまどり保育園

29 保谷中学校 20 保谷中学校

30 田無第二中学校 21 田無第二中学校

31 ひばりが丘中学校 22 ひばりが丘中学校 29 高齢者センター「きらら」

32 田無第三中学校 23 田無第三中学校 一時滞在施設（合計８施設）

33 青嵐中学校 24 青嵐中学校 １ 柳沢公民館 ・図書館

34 柳沢中学校 25 柳沢中学校 ２ 芝久保公民館・図書館

35 田無第四中学校 26 田無第四中学校 ３ 谷戸公民館 ・図書館

36 明保中学校 27 明保中学校 ４ 保谷駅前公民館 ・図書館

37 向台公園 28 東京都立田無高等学校 ５ ひばりが丘公民館

38 西原自然公園 29 東京都立保谷高等学校 ６ ひばりが丘図書館

39 谷戸イチョウ公園 30 東京都立田無工業高等学校 ７ コール田無

40 谷戸せせらぎ公園 31 武蔵野大学

41 芝久保調節池 32 日本文華学園

42 南町調節池

43 向台調節池

４
老人憩いの家
「おあしす」

１
早稲田大学東伏見キャンパス・
東伏見総合グラウンド

２
谷戸高齢者在宅
サービスセンター

２
三菱東京UFJ銀行健康保険組合
武蔵野運動場

１
東京大学大学院
農学生命科学研究科附属
生態調和農学機構

２
東京大学大学院
農学生命科学研究科附属
田無演習林

28
障害者総合支援センター
「フレンドリー」

６
住吉会館
（ルピナス）

８
きらっと（南町スポーツ・文
化交流センター）
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③ 住宅マスタープラン 
「西東京市住宅マスタープラン 平成 26 年３月」においては、「安全・安心に暮らせるまち

づくり」を計画の目標の１つとしており、市民が災害時に備えて、避難場所を把握できるツー

ルの普及や避難路の安全性を確保するともに、犯罪の発生を抑制することで、安全なまちづく

りを進めるため、「緊急時における主要輸送道路の安全性の確保」といった施策を挙げています。 

また、「東京都防災都市づくり推進計画 平成 28 年３月改定」では、市内の一部地域が木造

住宅密集地域※に指定されており、これらの地域には、老朽化した木造建築物が多いことに加え、

敷地が狭小により建て替え等の改善が進みにくい状況にあります。 

このため、地震発生時に閉塞を防ぐべき道路については、道路幅員の拡幅を行う必要があり

ます。また、沿道の建築物のうち、道路閉塞を起こす可能性の高い建築物を対象として、重点

的に耐震化を促進する必要があります。 

 

■木造住宅密集地域の指定と主要生活道路の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「東京都防災都市づくり推進計画 平成28年３月改定」の内容を踏まえ作成 

※用語解説参照 
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（4） 実施方針 

主要生活道路は、地区内の中心的な道路として位置づけられることから、地区集散機能以

外にも、歩行者・自転車の通行、地区の骨格形成、市街地形成面での中心的役割、防災対策

上の骨格的道路の役割等、多くの機能を有する道路となります。 

そのため、主要生活道路が位置する地域によって、道路整備による貢献度合いも異なる状

況にあります。しかし、いずれの路線・区間もすでに住宅等が立地する中で、狭隘道路を拡

幅することとなり、多額の事業費や長期の事業期間を要し、道路の拡幅が困難であります。

そのため整備方針で示した歩道設置が難しい場合があります。 

このため、主要生活道路の整備は、現地の道路状況、交通状況、施設立地状況等を踏まえ、

地域ニーズに応じて実施する必要があります。以下に、主要生活道路の整備の実施方針を示

します。 

 

① 歩行者、自転車、自動車交通の実態に即した通行空間整備 
平成28年７月に改定された「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン 国土交

通省・警察庁」では、自転車走行空間の整備において、自動車の速度、交通量を踏まえ、

自転車道、自転車通行帯、車道混在といった整備の形態が示されています。しかし、主

要生活道路においては、整備すべき幅員構成と実際に整備可能な幅員構成が異なる可能

性があります。 

このような場合においては、現在の限られた道路幅員の中で、歩行者、自転車、自動

車の交通を踏まえ、安全で円滑な通行空間を確保することを目指します。また、現地の

状況に応じて、路面標示、注意喚起看板の設置等簡易なハード的な施策を行うことも合

わせて検討し、それらによる効果の出現状況を踏まえ、道路拡幅を伴った整備実施の必

要性を検討します。 

さらに、このような通行空間の確保は、スピードを出す車両等によって、交通事故の

発生箇所が点在している場合には、その道路を含む地区全体での実施が望ましく、道路

網の状況や交通事故の発生状況を踏まえ、面的な安全対策等を行う必要があります。 

面的な交通安全対策としては、交通規制等のソフト的手法として、以下のようなもの

が挙げられます。 

 

【交通規制等のソフト的手法の概要】 

・面的速度規制 

市街地等における生活道路の安全を確保するため、交通管理者と道路管理者が連

携して、通過交通の抑制等が必要な地区に対して、面的な速度規制（ 高速度30ｋ

ｍ/ｈ以下の区域規制等）を行う。 

 

・大型車等の通行規制 

沿道環境保全のため、特定路線あるいは特定の区域に対して、ある一定基準以上

の大型車（貨物車等）を、終日もしくは一定の時間に限って乗り入れを抑制する。 
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■面的速度規制の実施イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 防災時の活動に配慮した通行空間整備 
主要生活道路は、歩行者、自転車、自動車の通行だけでなく、快適な生活環境を確保し、災

害時の安全性を高める上で重要な役割を担っています。しかし、主要生活道路の一部には、

小の道路幅員が4.0ｍにも満たない箇所が存在しており、災害発生時での緊急車両の通行や避

難活動への支障を問題としてかかえています。 

このような状況を改善するため、関係機関との連携により、建築基準法第42条の規定を踏

まえ、 低限道路幅員4.0ｍを確保し、将来的には、現地の状況に応じて歩車共存や歩道設置

に必要な道路幅員の確保を目指します。 

30 

区  域 
ここから 

面的速度 
規制区域 30 

区  域 
ここから 

30 

区  域 
ここから 

30 

区  域 
ここから 

30 

区  域 
ここから 

 パンプ  狭窄  路面標示 
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2-3 区画道路 

（1） 整備の現状 

西東京市には、多くの市道が整備されております。その一方で市内には、木造住宅密集地

域が点在しており、これらの地域では、緊急車両の通行や円滑な消火・救援活動および避難

行動を可能とするため、道路上での防災空間の確保が必要です。 

 

■木造住宅密集地域と市道の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西東京市道路網図より市道を図化 
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（2） 実施方針 

区画道路は、交通の安全確保や居住環境の向上等、地域住民の視点に立った人にやさしい

道路整備が求められており、地域のまちづくりと整合を図りながら、適正な幅員への整備等

を進めることにより、歩行者の安全性を向上させることが必要とされています。 

また、「西東京市交通計画」での他都市の事例においては、まちづくり・建築行政と連携し

た道路の防災面での空間の確保について、以下に示す考え方が示されています。 

 

・東京都 「東京都防災都市づくり推進計画 平成28年３月改定」 

延焼遮断帯に囲まれた市街地において、緊急車両の通行や円滑な消火・救援活動が行え

る幅員６ｍ以上の道路や、円滑な避難に有効な幅員４ｍ以上６ｍ未満の道路（防災生活道

路※）の拡幅整備を進めることで、沿道建築物の不燃化建替え等を促進し、不燃化・耐震

化を加速していき、これにより、防災上重要な道路のネットワークの確保も図っていきま

す。 

 

・大阪府 「大阪府震災復興都市づくりガイドライン 平成27年３月改訂」 

阪神・淡路大震災の経験から、幅員６ｍ以上の道路では震災時に人の通行が容易であ

り、車両も通行できる可能性があるため、地区レベルの防災軸を形成する区画道路につ

いては６ｍ以上が望ましいとされています。 

 

このため、区画道路の整備は、市の木造住宅密集地域の状況、道路状況、地区計画等を踏

まえて、段階的に実施する必要があります。以下に、区画道路の整備の実施方針を示します。 

 

① 木造住宅密集地域の分布に配慮した通行空間整備 
区画道路は、災害時の安全性を高める上で重要な役割を担っています。しかし、区画

道路の一部には、道路幅員が4.0ｍにも満たない箇所が存在しており、その一部は、市

の木造住宅密集地域にも位置していることから、災害発生時の避難活動への支障を問題

としてかかえています。 

このような状況を改善するため、関係機関との連携により、建築基準法第42条に規定

する道路幅員（4.0ｍ）の確保を推進します。 

 

■建築基準法第42条に規定する道路幅員（4.0ｍ）の確保 

 

現状                   拡幅後 

 

 

 

 

※用語解説参照 
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② 地区計画等との連携による効率的な通行空間整備 
木造住宅密集地域に位置しない幅員４ｍ未満の区画道路についても、建築基準法第42

条に規定する道路幅員（4.0ｍ）の確保を推進します。また、地区計画により道路位置が

定められた地区では、早期の計画幅員による整備を推進します。並びに、道路の安全性

を向上する目的で緊急に対策の必要な箇所については、拡幅整備についても検討を行う

とともに、現地の状況によっては、現道幅員内での通行空間の再配分として、歩車共存

道路化等の安全対策を検討します。 

 

2-4 交差箇所 

（1） 交差点 

交差点の現況を踏まえ、以下に示す方針でボトルネック交差点を改善します。 

 

・保谷小前交差点、保谷新道交差点、栄町二丁目交差点 

「第３次交差点すいすいプラン 東京都」に基づき交差点改良事業中であり、東京

都と連携して渋滞解消を進めます。 

 

・北原交差点 

交差点改良だけでは渋滞緩和が困難と予想されるため、西東京都市計画道路3・4・9

号線および3・3・3号線等の都市計画道路整備により交通集中を緩和します。 

 

（2） 踏切 

市内の踏切については、カラー舗装等の速効対策は実施済みであり、今後は「踏切対策基

本方針 東京都」における、抜本対策である鉄道立体化の検討対象区間について連続立体交

差化の実現に向けた取組みを進めます。 

しかし、鉄道立体化は、その実現まで長期間を要するため、抜本対策の支障とならないよ

う、現地の状況を踏まえ、歩行者、自転車、自動車の通行の安全性向上に寄与する実現可能

な対策を実施します。 
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（3） 駅前広場周辺 

鉄道駅の駅前広場周辺において、周辺の都市計画道路や踏切を含め、現地の交通問題を踏

まえ、総合的な交通環境の改善を目指します。 

以下に、市内の鉄道駅の駅前広場周辺における交通の課題を踏まえた実施方針を示します。 

 

■田無駅    （平成27年度日平均乗降客数 74,808人／日） 

交通の課題 実施方針 

歩行者、自転車、自動車交通の錯綜 

 ・北口駅前広場内 

 ・西武柳沢第４号踏切付近 

 

通行空間での阻害要因の存在 

・放置自転車の存在 

 ・路上駐車の存在 

 

駅南側での交通結節機能の整備 

・南口駅前広場の整備 

 ・北口駅前広場への交通集中の分散 

・北口駅前広場内での交通処理の円滑化 

 

駅周辺での安全な通行空間の確保 

・西東京都市計画道路3・4・24号線の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田無駅

西武新宿線

0 250 500m

路上駐車の存在 放置自転車の存在 北口駅前広場内に横断歩道があり、 

歩行者、自転車、自動車交通が錯綜 

南口駅前広場 

（未整備） 

西武柳沢第４号踏切における 

歩行者、自転車、自動車交通の錯綜 

田無駅ガード下東 

自転車駐車場 

田無駅ガード下西 

自転車駐車場 

田無駅南口遊水池 

自転車駐車場 

田無駅南口 

自転車駐車場 

田無駅北口第１・北口第２ 

自転車駐車場 

西3・4・24 

（未整備） 

N
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■ひばりヶ丘駅  （平成27年度日平均乗降客数 69,024人／日） 

交通の課題 実施方針 

歩行者、自転車、自動車交通の錯綜 

 ・道路幅員が狭小な駅北側道路 

 ・南口駅前広場内 

 ・ひばりヶ丘第１号踏切付近 

 

駅北側からの利用者の利便性の低さ 

・自転車駐車場およびバスターミナルが 

駅から離れた位置 

 

駅北側での交通結節機能の整備 

・北口駅前広場の整備 

・駅北側の自転車駐車場の利便性の高い場所 

への再配置 

・南口駅前広場への交通集中の分散 

 

駅周辺での安全な通行空間の確保 

・西東京都市計画道路3・4・21号線の整備 

・地区計画区域内の生活道路の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひばりヶ丘駅

西武池袋線

0 250 500m

バスターミナル 
駅北側からの利用者の利便性の低さ 

新座市栗原５丁目 

自転車駐車場 

道路幅員が狭小な箇所での 

歩行者、自転車、自動車交通の錯綜 

ひばりヶ丘駅北口 

第１自転車駐車場 

西3・4・21 

（事業中） 

N

ひばりヶ丘駅北口 

第２自転車駐車場 

ひばりヶ丘第１号踏切における 

歩行者、自転車、自動車交通の錯綜 

ひばりヶ丘駅南口 

自転車駐車場 

ひばりヶ丘駅南口 

谷戸自転車駐車場 

南口駅前広場内の横断歩道で、 

歩行者・自転車と自動車交通が錯綜 

ひばりヶ丘駅南口 

第２自転車駐車場 

北口駅前広場（事業中） 
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■保谷駅 （平成27年度日平均乗降客数 60,058人／日） 

交通の課題 実施方針 

歩行者、自転車、自動車交通の錯綜により通行時

の安全確保が必要 

・保谷新道 

駅周辺での安全な通行空間の確保 

・事業中の西東京都市計画道路3・4・12号線

の整備 

・西東京都市計画道路3・4・12号線整備後の

保谷新道の歩行空間確保の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保谷駅

西武池袋線

0 250 500m

西3・4・12 

（事業中） 

保谷駅南口第１ 

自転車駐車場 

練馬区南大泉 

自転車駐車場 

N

あらやしき 

自転車駐車場 

保谷駅北口第２ 

自転車駐車場 

保谷新道での歩行者、自転車、自動車交通の 

錯綜により、通行時の安全確保が必要 

保谷駅南口 

自転車駐車場 
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■東伏見駅 （平成27年度日平均乗降客数 24,597人／日） 

交通の課題 実施方針 

青梅街道から迂回する車両の生活道路への進入 駅周辺での安全な通行空間の確保 

・西東京都市計画道路3・4・17号線の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東伏見駅

西武新宿線

0 250 500m

青梅街道 

N

東伏見駅北口第２ 

自転車駐車場 

西3・4・17 

（未整備） 

東伏見駅南口第１A・B 

自転車駐車場 

東伏見駅北口第１ 

自転車駐車場 

東伏見駅南口第２ 

自転車駐車場 
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■西武柳沢駅 （平成 27年度日平均乗降客数 16,383人／日） 

交通の課題 実施方針 

駅北口周辺では、全体的に道路幅員が狭く、通行

時の安全確保が必要 

駅周辺での安全な通行空間の確保 

・駅北口駅前広場と西東京都市計画道路 3・

4・18号線の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西武柳沢駅
西武新宿線

0 250 500m

西3・4・18 

（未整備） 

西武柳沢駅北口第１ 

自転車駐車場 

西武柳沢駅北口第１－２ 

自転車駐車場 

西武柳沢駅
西武新宿線

0 250 500m

N

西武柳沢駅北口第２ 

自転車駐車場 

西武柳沢駅南口 

自転車駐車場 

北口駅前広場 

（未整備） 


